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第
一
〇
號

今
號
は
甲
骨
文
、
考
古
學
研
究
で
知
ら
れ
る
林

の
主
要
な
論
考
を
取
り
上
げ

る
。林

は
一
九
三
九
年
の
生
ま
れ
。
北
京
大
學
と
吉
林
大
學
で
學
び
、
そ
の
後
長

く
吉
林
大
學
で
敎
鞭
を
執
っ
て
い
る
。
歴
史
・
考
古
・
古
文
字
學
の
研
究
で
多
く

の
業
績
を
あ
げ
、特
に
甲
骨
文
研
究
で
は
「
大
師
」
の
ひ
と
り
と
目
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
成
果
は
『
林

文
集
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
、
全
四
册
）
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
は
同
書
よ
り
重
要
と
目
さ
れ
る
研
究
を
選
び
、
紹
介

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

甲
骨
文
中
的
商
代
方
國
聯
盟

初
稿
は
一
九
六
三
年
に
著
者
が
大
學
院
生
で
あ
っ
た
時
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。
一
九
八
〇
年
開
催
の
中
國
古
文
字
研
究
會
第
三
屆
年
會
で
發
表
し
、『
古
文

字
研
究
』
第
六
輯
（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
『
林

學

術
文
集
』
に
收
録
さ
れ
た
。
序
論
を
除
き
全
五
章
構
成
で
あ
る
。

「
序
論
」（
表
題
な
し
。
便
宜
的
に
そ
う
呼
稱
し
て
お
く
）
で
は
、
ま
ず
世
界
史

上
現
在
知
ら
れ
て
い
る
最
初
の
國
家
形
態
は
小
型
の
奴
隷
制
都
市
國
家
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
中
國
で
は
、
殷
が
巨
大
な
專
制
的
中
央
集
權
國
家
で

あ
る
と
い
う
見
方
が
流
行
し
て
い
る
が
、
古
代
の
文
獻
に
よ
る
と
實
際
は
周
代
以

前
に
數
多
の
小
國
家
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
は
、
甲
骨

文
で
數
多
く
見
ら
れ
る
「
方
」（
丰
（
邦
））
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
湖
北
省
で

發
見
さ
れ
た
盤
龍
城
遺
跡
な
ど
を
方
國
の
遺
跡
と
見
る
。
比
較
的
小
規
模
の
都
市

國
家
が
都
市
同
盟
の
段
階
を
經
て
大
き
な
國
家
に
發
展
し
て
い
く
と
い
う
の
が
世

界
史
の
流
れ
で
あ
り
、
中
國
に
つ
い
て
も
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
方
國
を
都
市
國
家
に
相
當
す
る
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
目
的
は
甲
骨
文
に
反
映
さ
れ
る
殷
代
の
方
國
の
關
係
か
ら
中
國
古
代

國
家
の
形
式
の
發
展
の
新
た
な
手
掛
か
り
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
殷
代
の
諸
方
の
關
係
は
古
代
メ
キ
シ
コ
の
ア
ス
テ
カ
軍
事
同
盟
に
相
當
す

る
も
の
で
あ
り
、
殷
王
は
專
制
君
主
で
は
な
く
軍
事
聯
盟
の
首
脳
で
あ
る
と
す
る

于
省
吾
の
説
に
沿
っ
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。

「
一
、「
比
」
字
的
考
定
」
で
は
、
た
と
え
ば
甲
骨
文
の
「
王

侯
告
比
正
（
征
）

尸（
夷
）」（『
甲
骨
文
合
集
』6460

正
）（
王

れ
侯
告
を
比
し
て
夷
を
征
せ
ん
か
）、

「
貞
、王
令
（
命
）
帚
（
婦
）
好
比
侯
告
伐
尸
（
夷
）」（『
甲
骨
文
合
集
』6480

）（
貞

う
、婦
好
に
命
じ
て
侯
告
を
比
し
て
夷
を
伐
た
し
め
ん
か
）
の
よ
う
な
、殷
王
（
あ

る
い
は
殷
王
の
命
を
受
け
た
臣
下
）
が
某
を
「
比
」
し
て
某
方
を
征
伐
す
る
と
い

古
文
字
學
研
究
文
獻
提
要

〝
林

の
研
究
よ
り
〞
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一
一
二

う
文
例
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

甲
骨
文
の
「
比
」
字
は
か
つ
て
「
从
」（
從
）
と
解
釋
さ
れ
、
後
に
「
比
」
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、字
意
に
つ
い
て
定
論
が
な
い
。
字
形
に
注
目
す
る
と
、

「
从
」
字
は
二
つ
の
「
人
」
に
從
い
、「
比
」
は
二
つ
の
「
匕
」
に
從
っ
て
い
る
（
以

下
、兩
字
の
字
形
に
つ
い
て
は
末
尾
の
圖
版
を
參
照
）。「
比
」
の
寫
法
は
「
先
妣
」

の
「
妣
」
字
に
同
じ
で
あ
り
、
用
例
上
「
从
」「
比
」
の
二
字
は
使
い
分
け
が
さ

れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ

組
卜
辭
で
の
「
匕
」
の
寫
法
が
特
殊
で
、

兩
字
が
研
究
者
に
混
淆
さ
れ
や
す
か
っ
た
と
す
る
。「
比
」
字
は
親
密
連
合
の
意

で
あ
り
、
王
と
某
が
連
合
し
て
某
方
を
伐
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
王
と
某
の
地

位
は
對
等
で
あ
り
、
主
從
の
別
が
見
出
せ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
殷
王
の

軍
事
行
動
の
中
で
他
の
方
國
と
軍
事
聯
盟
を
有
し
て
い
た
と
い
う
基
本
的
な
証
據

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

「
二
、
確
定
聯
盟
方
國
的
標
準
」
で
は
、「
比
」
の
後
に
續
く
の
が
人
名
の
可
能

性
も
あ
り
、
必
ず
し
も
別
の
方
國
と
の
連
合
作
戰
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
と
い
う

前
提
の
も
と
で
、
殷
が
聯
盟
を
結
ん
だ
方
國
を
確
定
す
る
基
準
を
八
類
に
分
け
て

提
示
す
る
。
以
下
の
場
合
は
「
比
」
の
後
に
續
く
も
の
方
國
、
あ
る
い
は
方
國
の

首
領
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
類
：「
比
」
さ
れ
る
者
が
明
確
に
某
方
で
あ
る
場
合
。
第
二
類
：「
比
」
さ

れ
る
者
が
「
方
」
と
稱
し
て
い
な
く
て
も
他
辭
に
よ
っ
て
方
國
で
あ
る
と
わ
か
る

場
合
。
第
三
類
：「
比
」
さ
れ
る
者
が
某
伯
と
稱
さ
れ
て
い
る
場
合
、た
と
え
ば
「
盂

方
伯
」「
人
方
伯
」
な
ど
は
、
こ
の
「
伯
」
は
方
國
の
首
領
で
あ
る
の
で
、
同
盟

の
方
國
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
第
四
類
：「
比
」
さ
れ
る
者
が
「
伯
」
と
稱
さ

れ
て
い
な
く
て
も
、
他
辭
に
よ
り
某
伯
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
場
合
。
第
五
類
：

「
比
」
さ
れ
る
者
が
某
侯
と
稱
さ
れ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
鬼
侯
の
よ
う
な
事

例
は
、
侯
が
方
國
の
首
領
の
一
種
で
あ
る
の
で
、
同
盟
の
方
國
で
あ
る
。
第
六
類
：

「
比
」
さ
れ
る
者
が
「
侯
某
」
と
稱
さ
れ
、
他
辭
に
よ
り
某
侯
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
場
合
。
第
七
類
：「
比
」
さ
れ
る
者
が
「
任
」
で
あ
る
場
合
。
任
と
は
「
男
」

で
あ
り
、
方
國
の
首
領
の
稱
で
あ
る
。
第
八
類
：「
比
」
さ
れ
る
者
が
閒
接
的
に

同
盟
の
方
國
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
場
合
。
た
と
え
ば
望
乘
、
沚
馘
な
ど
。
そ
し

て
最
後
に
殷
王
は
多
く
の
方
國
と
同
盟
關
係
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
殷
王
と
敵
對

す
る
方
國
閒
に
も
同
盟
關
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

「
三
、
聯
盟
的
形
成
和
聯
盟
諸
方
國
的
關
係
」
で
は
、
ま
ず
甲
骨
文
に
見
ら
れ

る
殷
と
諸
方
と
の
連
合
は
、
彼
ら
が
か
つ
て
戰
っ
た
結
果
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
武
丁
が
殷
の
中
興
の
祖
と
な
っ
た
の
は
、
軍
事
的
勝
利
に
よ
っ
て
方
國
聯

盟
を
擴
大
し
た
こ
と
が
主
な
功
績
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。『
左
傳
』

昭
公
二
十
三
年
に
見
え
る
、
天
子
の
「
守
り
は
諸
侯
に
在
り
」
と
い
う
の
は
、
方

國
聯
盟
の
盟
主
が
同
盟
國
を
軍
事
的
障
壁
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
聯

盟
の
盟
主
を
示
す
「
王
」
字
は
斧
鉞
を
象
り
、
そ
の
本
義
は
軍
事
の
總
指
揮
を
と

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
殷
王
は
一
方
國
の
軍
事
的
首
領
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
方
國
聯
盟
の
最
高
軍
事
指
揮
官
、
同
盟
軍
の
總
指
揮
官
で
あ
る
。
殷
王

と
同
盟
方
國
と
の
共
同
作
戰
で
「
比
」
字
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
地
位
の
對
等
性

を
反
映
す
る
一
方
で
、
同
盟
方
國
の
首
領
に
対
し
て
命
令
の
意
を
示
す
「
令
」
を

使
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
殷
王
が
同
盟
の
盟
主
で
あ
る
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
と
す
る
。

殷
王
の
同
盟
の
盟
主
と
し
て
し
て
の
權
力
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（
一
）
貢
納
を
受
け
る
こ
と
：
具
體
的
に
は
、
犧
牲
と
な
る
動
物
、
女
性
、
人
牲
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の
「
羌
」「
伐
」
な
ど
で
あ
る
。
王
の
方
國
に
對
す
る
賞
賜
は
多
く
は
戰
利
品
の

分
配
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
方
國
か
ら
戰
利
品
が
獻
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
す
る
。
こ
れ
は
後
代
の
獻
俘
告
捷
の
禮
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
他
の
方
國
に
入
境
し
て
の
狩
獵
：
巡
狩
の
起
源
は
方
國
聯
盟
の
盟
主
が

同
盟
各
國
で
狩
獵
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
殷
王
は
方
國
に
對
し
て
仲
裁
と
懲
罰

の
權
利
を
有
し
て
い
た
。
軍
事
同
盟
の
總
指
揮
官
は
軍
事
行
動
に
際
し
て
全
軍
に

對
す
る
生
殺
與
奪
の
大
權
を
持
つ
。
こ
れ
は
『
尚
書
』
の
牧
誓
に
も
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
方
國
閒
の
紛
糾
に
も
仲
裁
權
を
行
使
し
た
。
周
の
「
虞
芮
の
爭
い
」
の

故
事
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
于
省
吾
に
よ
る
と
、
卜
辭
の
「
王
𦔻
」
は
訴
訟
を

聽
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
史
記
』
殷
本
紀
に
見
え
る
、
紂
王
が
西
伯
を
幽
し
、

九
（
鬼
）
侯
を
醢
し
、
鄂
侯
を
脯
し
た
の
は
盟
主
權
力
の
濫
用
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
紂
王
を
專
制
的
な
帝
王
と
見
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。

「
四
、
方
國
聯
盟
和
「
諸
侯
」
的
由
来
」
で
は
、
諸
侯
封
建
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
殷
代
に
巨
大
な
專
制
國
家
が
存
在
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
天
子

が
諸
侯
を
封
建
し
た
と
い
う
傳
統
的
な
諸
侯
封
建
の
説
と
關
わ
り
が
あ
る
。
孟
子

の
言
う
公
侯
伯
子
男
の
五
等
爵
制
の
存
在
は
、學
會
で
な
お
信
じ
る
者
が
い
る
が
、

そ
の
實
孟
子
の
言
う
五
等
爵
制
は
殷
代
に
は
根
本
的
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

ま
ず「
公
」は
先
公
の
公
で
あ
り
、生
者
に
對
し
て
使
用
さ
れ
る
例
は
な
い
。「
伯
」

と
「
子
」
は
よ
く
使
用
さ
れ
る
尊
號
で
あ
り
、
非
等
級
的
な
封
爵
で
あ
る
。
金
文

に
よ
る
と
「
諸
侯
」
は
周
代
に
確
か
に
存
在
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
周
初
の
諸
侯

は
令
彝
に
見
え
る
侯
・
田
・
男
の
み
で
あ
る
。「
侯
」
は
甲
骨
文
で
常
見
だ
が
、

殷
と
聯
盟
を
結
ん
だ
方
國
の
首
領
の
專
用
の
稱
號
の
一
種
で
あ
る
。「
男
」
は
甲

骨
文
で
は
「
任
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
も
殷
と
聯
盟
す
る
方
國
の
首
領
の
專
用
の

稱
號
の
一
種
で
あ
る
。「
田
」
は
第
四
期
・
第
五
期
の
卜
辭
に
見
え
る
。
比
較
的

遅
い
時
期
に
發
生
し
た
稱
號
。
侯
・
田
・
男
は
い
ず
れ
も
王
が
征
伐
で
比
す
る
と

こ
ろ
の
對
象
で
あ
り
、諸
侯
の
制
度
は
方
國
軍
事
同
盟
制
度
に
源
が
あ
る
と
す
る
。

現
實
に
存
在
し
た
制
度
は
、傳
世
文
獻
で
は
甸
服
・
侯
服
・
任
服
と
い
っ
た
「
服
」

制
と
し
て
描
寫
さ
れ
て
い
る
。『
左
傳
』
と
『
國
語
』
に
よ
れ
ば
侯
・
田
・
男
に

等
級
が
あ
り
、
侯
・
男
・
田
（
甸
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。「
田
」
は
天
子
に
農

作
物
を
納
め
る
義
務
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
甲
骨
文
に
は
田
が
田
事
に
服
し
た

記
録
が
あ
り
、「
田
」
は
甲
骨
文
に
見
え
る
「
亞
」
の
職
か
ら
發
展
し
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。

周
初
の
諸
侯
に
は
二
つ
の
起
源
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
本
來
獨
立
し
て
い
た
諸
方

國
が
軍
事
聯
盟
を
結
成
し
、
こ
の
種
の
聯
盟
が
發
展
す
る
中
で
、
平
等
な
立
場
の

加
盟
國
の
中
か
ら
次
第
に
盟
主
が
現
れ
、
そ
し
て
他
の
方
國
の
首
領
は
王
の
諸
侯

と
な
っ
て
い
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
母
國
か
ら
次
第
に
分
化
し
て
獨
立
の
地
位

を
得
た
方
國
が
母
國
の
同
盟
者
と
な
り
、ま
た
母
國
の
「
王
」
の
諸
侯
と
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
裂
土
分
封
」
で
あ
る
。「
天
子
」
も
「
諸
侯
」
も
古
代
に
實
際
に
存

在
し
た
概
念
だ
が
、「
諸
侯
封
建
」の
傳
統
的
觀
念
が
描
く
巨
大
な
專
制
國
家
像
は
、

歴
史
の
眞
相
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
て
い
る
。

「
五
、
方
國
聯
盟
的
實
質
」
で
は
、
殷
代
の
「
方
」
が
集
落
な
の
か
階
級
社
會

に
入
っ
た
國
家
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
當
時
北
方
や
西
方
の

遊
牧
集
團
も
お
そ
ら
く
「
方
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、「
方
」
は
必
ず
し
も
階
級
社

會
に
入
っ
た
國
家
で
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、
中
原
地
區
の
二
里
岡
期
の
鄭
州
商

城
、
盤
龍
城
遺
跡
な
ど
の
遺
跡
の
存
在
は
、
殷
墟
甲
骨
文
の
時
代
に
多
く
の
都
市

が
都
市
國
家
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
、
殷
自
身
も
階
級
社
會
に
入
っ
て
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い
た
と
す
る
。
よ
っ
て
殷
を
中
心

と
す
る
方
國
聯
盟
は
そ
の
實
都
市

國
家
聯
盟
で
あ
り
、
集
落
の
聯
盟

で
は
な
い
。

そ
の
廣
さ
に
つ
い
て
は
、『
史

記
』
呉
起
傳
の
「
殷
紂
の
國
、
孟

門
を
左
に
し
、
太
行
を
右
に
し
、

常
山
は
其
の
北
に
在
り
、
大
河
は

其
の
南
を
經
る
」
と
基
本
的
に
一

致
す
る
と
し
、こ
の
範
圍
内
に
侯
・

田
の
「
方
」
が
建
て
ら
れ
た
と
す

れ
ば
、
殷
は
方
國
と
し
て
は
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
る
。
殷

は
實
際
の
と
こ
ろ
方
國
の
形
を

と
っ
た
王
朝
に
す
ぎ
ず
、
や
や
強

大
な
方
國
聯
盟
を
形
成
し
た
王
朝

で
あ
っ
た
。
殷
滅
亡
の
原
因
は
、

そ
の
重
要
な
同
盟
國
、
周
、
鬼
、

鄂
と
の
關
係
が
破
綻
し
て
孤
立
し

た
こ
と
に
あ
る
。
周
は
新
た
に
強

大
な
聯
盟
を
組
織
し
、
本
土
の
狭

い
商
方
を
打
ち
倒
し
た
こ
と
に
よ

り
、
盟
主
の
地
位
を
手
に
し
た
。

そ
の
後
の
春
秋
時
代
の
爭
霸
も
、
方
國
が
林
立
す
る
状
況
の
中
で
新
た
な
方
國
聯

盟
を
結
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
次
第
に
方
國
を
兼
併
し
て
郡
縣
制
度

が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
國
家
組
織
が
統
一
國
家
の
形
態
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
、
甲
骨
文
の
「
比
」
字
の
解
釋
に
と
ど
ま
ら
ず
、
方
國
聯
盟
の
よ
う
な
古

代
の
國
家
形
態
に
ま
で
議
論
が
及
ん
で
い
る
の
が
魅
力
的
な
論
考
で
あ
る
。
な
お

方
國
聯
盟
や
當
時
の
國
家
形
態
に
つ
い
て
は
林
氏
の
「
關
於
中
國
早
期
國
家
形
式

的
幾
個
問
題
」
な
ど
後
續
の
論
考
で
再
檢
當
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
比
」
字
に
つ

い
て
は
後
に
劉
源
「
殷
墟
「
比
某
」
卜
辭
補
説
」（『
古
文
字
研
究
』
第
二
七
輯
、

中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
）
が
再
檢
當
し
、
二
者
が
會
同
、
協
力
す
る
意
で
あ
る

と
し
、
二
者
の
身
分
は
固
定
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
現
在
は
こ
ち
ら
の
説
が
引

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
佐
藤
信
弥
）

眞
該
走
出
疑
古
時
代

？
―
對
當
前
中
國
古
典
學
取
向
的
看
法

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
の
学
術
報
告
を
基
礎
に
『
史
学
集
刊
』（
二
〇
〇
七
年

三
号
）
に
て
公
刊
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
『
林

学
術
文
集
』・『
林

文
集
・

古
史
巻
』
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

中
国
で
古
書
や
古
史
を
研
究
す
る
「
古
典
学
」
は
長
い
歴
史
を
持
つ
が
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
出
土
文
字
資
料
増
加
に
よ
り
研
究
の
方
向
性
が
変
化
し

た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
李
学
勤
が
一
九
九
二
年
に
「
走
出
疑
古
時
代

（
擬
古
時
代
か
ら
抜
け
出
そ
う
）」
を
提
示
し
、
学
界
に
様
々
な
反
響
を
巻
き
起
こ

し
た
。
著
者
は
こ
れ
に
対
し
、
過
去
（
一
九
九
六
年
）
に
「
疑
古
時
代
を
抜
け
出

圖版（本論文表一より）


